
 
会員各位 

2021年1月14日 
 

緊急事態宣言に伴う対応について 
 
 
 
平素より当スタジオをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。 
 
政府は1月13日、新型コロナウイルス対策の特別措置法に基づく、緊急事態宣言を大阪に発
令しました。それに伴い1月14日に、スポーツクラブに対して営業時間短縮等の要請が出さ
れました。 
 
Pilates base Irori.では、ガイダンスに従い新型コロナウイルス対策を実施しております。こ
の度は感染拡大防止を強化することを最優先と考え、営業時間短縮を下記の通り変更させて

いただくことといたしました。皆様には何とぞ、ご理解とご協力のほど、よろしくお願い申

し上げます。 
なお、今後の状況、政府や行政の方針等に従い、営業時間およびプログラム等も急遽変更と

なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。 
 
2021年1月14日(木)から2月7日(日)までの間 

 
※営業時間の変更に伴い、レッスンスケジュールも変更いたします。 
　別途、レッスンスケジュール表をご覧になってください。 
 
 
ご不明な点がございましたら、お気軽に当施設までお問い合わせください。 
引き続きよろしくお願いいたします。 
 
＜問い合わせ先＞ 
Pilates base Irori. 
Tel:06-6447-2820 
Mail:info@pb-irori.com 
〒550-0004 
大阪市西区靱本町2丁目1-14 
ITC靱テニスセンターなにわ筋側 B1F 
 

【現営業時間】 【変更後営業時間】 

10:00-22:00 10:00-20:00 


